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市のお知らせなど

水は限りある資源です

■
第
９
回
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成

委
員
会

﹇
日
時
﹈
１
月　

日
�
午
後
４
時　

２５

３０

分
か
ら
﹇
会
場
﹈
市
役
所
６
階
全
員

協
議
会
室
※
傍
聴
希
望
の
方
は
１
月

　

日
�
ま
で
に
高
齢
福
祉
課
介
護
保

２３険
係
へ

■
１
月
の
市
長
相
談

　

１
月　

日
�
の
市
長
相
談
の
申
し

２７

込
み
締
め
切
り
日
は　

日
�
で
す
。

２０

﹇
問
合
せ
先
﹈
市
長
公
室
市
民
相
談

担
当

■「（
仮
称
）西
友
府
中
店
建
築
事
業
」

環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧

・
閲
覧

﹇
期
間
﹈１
月　

日
�
〜　

日
�﹇
縦

１８

２７

覧
﹈
午
前
９
時　

分
〜
午
後
４
時　

３０

３０

分
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
市

役
所
３
階
環
境
保
全
課
ほ

か﹇
閲
覧
﹈午

前　

時
〜
午
後
５
時
に
百
草
図
書

１０
館
、
午
前　

時
〜
午
後
７
時
（
土
曜

１０

・
日
曜
日
は
午
後
５
時
ま
で
）
に
高

幡
図
書
館
※
月
曜
日
を
除
く
﹇
意
見

書
の
提
出
﹈
１
月　

日
�
〜
２
月
６

１８

日
�
（
消
印
有
効
）
に
事
業
名
、
住

所
、
氏
名
を
記
入
し
、
〒　

―
８
０

１６３

０
１
新
宿
区
西
新
宿
２
の
８
の
１
都

庁
第
二
本
庁
舎
８
階
東
京
都
環
境
局

都
市
地
球
環
境
部
環
境
影
響
評
価
課

（
�　

・
５
３
８
８
・
３
４
４
０
）

０３

へ
郵
送
か
持
参
﹇
問
合
せ
先
﹈
環
境

保
全
課

 　

い
ず
れ
も
、
申
込
み
・
問
合
せ
は

健
康
課
（
�　

・
４
１
１
１
）
へ

５８１

■
元
気
☆
簡
単
朝
ご
は
ん
ク
ッ
キ
ン

グ﹇
日
時
﹈
１
月　

日
�
午
前　

時
〜

２６

１０

　

時　

分
﹇
会
場
﹈
生
活
・
保
健
セ

１１

３０

ン
タ
ー
﹇
内
容
﹈
さ
っ
と
作
れ
る
朝

食
・
お
弁
当
の
お
か
ず
の
調
理
と
試

食
﹇
対
象
﹈
園
児
・
学
童
の
保
護
者
、

妊
婦
、
関
心
の
あ
る
方
（
保
育
は
あ

り
ま
せ
ん
）

■
男
の
基
礎
料
理
塾

﹇
日
時
﹈
２
月
７
日
〜
３
月　

日
の

１４

毎
週
火
曜
日
午
前　

時
〜
午
後
１
時

１０

※
２
月　

日
を
除
く
﹇
会
場
﹈
生
活

２８

・
保
健
セ
ン
タ
ー
﹇
内
容
﹈
実
習
、

健
康
と
食
事
の
お
話
﹇
対
象
﹈
料
理

経
験
が
あ
ま
り
な
い
概
ね　

歳
以
上

６５

の
男
性
で
全
回
出
席
可
能
な
方
﹇
定

員
﹈
先
着　

人
﹇
費
用
﹈
１
回　

円

３０

４００

■
健
康
づ
く
り
推
進
員
･
第
４
グ
ル

ー
プ「
今
日
も
明
日
も
元
気
か
い
！
」

〜
足
指
の
力
測
っ
て
み
ま
せ
ん
か

﹇
日
時
﹈
１
月　

日
�
午
後
１
時　

２４

３０

分
〜
３
時
﹇
会
場
﹈
落
川
交
流
セ
ン

タ
ー
※
直
接
会
場
へ
﹇
内
容
﹈
足
指

力
測
定
、
転
倒
予
防
の
お
話
、
民
謡

（
三
味
線
）、
体
操
（
タ
オ
ル
体
操
、

健
脳
体
操
ほ
か

）﹇
持
ち
物
﹈
タ
オ
ル

　

税
の
質
問
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が

　

時
間
お
答
え
す
る
タ
ッ
ク
ス
ア
ン

２４サ
ー
（http://w

w
w
.taxansw

er
.nta.go.jp

）も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
日
野
税
務
署
（
�　
５８５

・
５
６
６
１
）

■
街
路
灯
電
気
料
金
補
助
申
請
を

　

該
当
す
る
自
治
会
等
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

﹇
受
付
期
間
﹈
１
月　

日
�
〜
２
月

１６

　

日
�
﹇
問
合
せ
先
﹈
道
路
課

１５■
工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

　

製
造
業
を
営
む
事
業
所
を
対
象

に
、
工
業
統
計
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
平
成　

年　

月　

１７

１２

３１

日
現
在
の
事
業
所
数
、
従
業
者
数
、

製
造
品
出
荷
額
等
を
調
査
す
る
も
の

で
す
。
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団

体
の
産
業
振
興
政
策
や
行
政
上
の
基

礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
員
証
を
携
帯
す
る
統
計
調
査

員
が
伺
い
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
総
務
課

■
教
育
委
員
会
平
成　

年
度
第　

回

１７

１０

定
例
会

﹇
日
時
﹈
１
月　

日
�
午
後
２
時
か

１９

ら
※
傍
聴
希
望
の
方
は
午
後
１
時　
４５

分
ま
で
に
教
育
部
庶
務
課
へ
。
申
込

多
数
の
場
合
は
抽
選
﹇
問
合
せ
先
﹈

教
育
部
庶
務
課

 
■
平
成　

年
度
の
学
童
ク
ラ
ブ
入
会

１８

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

﹇
資
格
﹈
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
児

童
�
市
内
在
住
で
平
成　

年
４
月
に

１８

小
学
１
〜
３
年
生
に
な
る
（
障
害
児

は
小
学
４
年
生
ま
で
）�
保
護
者（
養

育
者
）
が
就
労
中
ま
た
は
長
期
病
気

療
養
中
な
ど
の
理
由
で
放
課
後
帰
宅

し
て
も
適
切
な
監
護
が
受
け
ら
れ
な

い
﹇
費
用
﹈
１
人
月
５
千
円
﹇
注
意
﹈

現
在
入
会
中
、
保
留
待
機
中
の
方
も

改
め
て
申
請
が
必
要
。
保
護
者
が
２

人
と
も
お
勤
め
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

在
職
証
明
書
が
必
要
﹇
申
請
受
付
﹈

１
月　

日
�
ま
で（
日
曜
日
を
除
く
）

３１

の
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

に
保
護
者
が
直
接
市
役
所
２
階
子
育

て
課
へ

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
と
障
害
児
の
養

育
者
に
手
当
を
支
給
し
ま
す

　

母
子
・
父
子
家
庭
等
、
障
害
の
あ

る
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
方
に

各
種
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
（
左
表

参
照
）。
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い

方
は
お
早
め
に
申
請
を
。
い
ず
れ
の

手
当
も
所
得
等
の
制
限
が
あ
り
ま

す
。詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課

 
■
還
付
申
告
は
お
早
め
に

　

確
定
申
告
期
間
中
、
税
務
署
は
大

変
込
み
合
い
ま
す
。
確
定
申
告
書
は

お
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

給
与
所
得
の
方
の
医
療
費
控
除
な

ど
の
還
付
申
告
の
方
は
、
確
定
申
告

期
前
で
も
申
告
書
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
確
定
申
告
書
に
本
人
名
義
の

口
座
（
金
融
機
関
名
・
預
金
の
種
類

・
口
座
番
号
等
）
を
記
入
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
パ
ソ
コ
ン
で
所
得
税
や
消
費
税
の

確
定
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.nta.go.jp

）
で
作
成
し
、
印

刷
し
た
も
の
を
税
務
署
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
利
用
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
）。

救急病院１月後期宿日直予定表
３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５日

病院名 （火）（月）（日）（土）（金）（木）（水）（火）（月）（日）（土）（金）（木）（水）（火）（月）（日）

  ８：３０　～　１７：００　　　  １７：００　～　８：３０　　
市 立 病 院
� 581 - 2677

                      

小

児

科

内

科

内

科

内

科

 
内

科

内

科

内

科

小

児

科

内

科

 
内

科

内

科

内

科

内

科

内

科

小

児

科

内

科

内

科

内

科

眼

科

整
形
外
科

外

科

外

科

泌

尿

器

科

泌

尿

器

科

耳
鼻
咽
喉
科

脳
神
経
外
科

皮

膚

科

眼

科

外

科

整

形

外

科

整

形

外

科

外

科

外

科

耳
鼻
咽
喉
科

耳
鼻
咽
喉
科

泌
尿
器
科

皮

膚

科

脳
神
経
外
科

外

科

外

科

産　　　　婦　　　　人　　　　科
  ９：００～１７：００　　  １８：００（土曜・日曜日は１７：００）～８：３０（土曜日は９：００）花 輪 病 院

� 582 - 0061

                    

内

科

外

科

内
・
外

科

内
・
外

科

内
・
外
科

内

科

内

科

外

科

内

科

外

科

内

科

内

科

内

科

内

科

内

科

外

科

内

科

外

科

内
・
外

科

内
・
外

科

…昼　　…夜
（注）診療科目は変更される場合があります。事前に救急テレホンサービスへ問い合わせを

１月後期休日診療医
診療時間　９：００～１７：００

１５日

２２日

２９日

救急テレホンサービス
《２４時間医療機関案内》

○日野消防署 � 581－0119
　豊田出張所 � 582－0119
　高幡出張所 � 592－0119
○東京消防庁
　災害救急情報センター

� 521－2323
○東京都保健医療情報センター
　ひまわり� 03－5272－0303
　外国人専用� 03－5285－8181
　（９：００～２０：００）

休 日 歯 科
応 急 診 療 所

救　　急　　診　　療
必ず保険証をご持参ください

平日準夜こども
応急診療所（小児科）

休日準夜診療所
（内科・小児科）

●ひとり親家庭等と障害児の養育者への手当一覧

支　　給　　額対　　　　　象

申請の翌月分から児童１人に
つき…月１３，５００円

次のいずれかに該当する昭和６２年４月２日以
降生まれの児童を養育している父、母または養
育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父または
母が重度の障害者④父または母が１年以上生
死不明⑤父、認知の父または母から遺棄されて
いる（仕送り、連絡などが１年以上ない）⑥父
または母が１年以上拘禁されている⑦婚姻に
よらないで出生（認知されていても認知の父に
扶養されていなければ受給可）

育

成

手

当

申請の翌月分から児童１人の
場合…月９，８８０円～４１，８８０円、
児童２人目以降は加算あり（所
得に応じて変わります）
※受給権は資格発生時から５
年で時効になる場合があり
ます

次のいずれかに該当する昭和６２年４月２日以
降生まれ（一定の障害がある児童は２０歳未満）
の児童を養育している母または養育者
①父母が離婚②父が死亡③父が重度の障害者
④父が１年以上生死不明⑤父、認知の父から遺
棄されている（仕送り、連絡などが１年以上な
い）⑥父が１年以上拘禁されている⑦婚姻によ
らないで出生（認知されていても、認知の父に
扶養されていなければ受給可）

児

童

扶

養

手

当

申請の翌月分から児童１人に
つき…月１５，５００円
※障害児が一定の福祉施設に
入所している場合は受給で
きません

次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を養
育している方①愛の手帳１～３度程度②身体
障害者手帳１～２級程度③脳性まひまたは進
行性筋委縮症

障
害
手
当


